
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土地区画整理事業都市計画決定区域（長期未着手地区）～見直しの進め方～ 

見直しの進め方 

 

市街化の動向から土地区画整理事

業による総合的な市街地整備まで

は及ばないと判断した地区 

評価基準 

長期未着手地区の解消 

無 

都市構造の骨格形成の観点から土

地区画整理事業による総合的な市

街地整備が必要と判断した地区 

土地区画整理事業 
による整備 

事業化に向けた啓発 

土地区画整理事業の 
都市計画決定の維持 

地区マスタープランの策定 

都市基盤整備が評価基準を

充たしていない地区 

個別事業による整備 

都市計画廃止の地区パブコメ 
地区計画導入の意向調査 

都市基盤整備が評価基準を

充たしている地区 

地区計画の導入 

地区計画導入の支援 

有 

住民主体の 
まちづくりの支援 

・社会経済情勢の変化 
・地区特性の把握 
・上位計画 

長 期 未 着 手 地 区 

 地区計画 
導入意向が 
高いエリア 

地区計画の導入等（※） 

土地区画整理事業の必要性と実現性の低下を理由に 
都市計画の廃止 

※住民ニーズや地区特性に応じて、地区計画以外の手法も含め、地区課題の解消又は改善に向けた施策を導入 


